
共 済 な が さ き （13）

年に１回の特定健康診査は必ず受診しましょう
特定健康診査受診券が交付された方は、早めに受診してください。

　今年度も生活習慣病有病者・予備群の減少を目標として、40歳以上75歳未満の組合員及
び被扶養者を対象に特定健康診査及び特定保健指導を実施します。
　特定健康診査は、ご自身の健康状態を把握するための良い機会ですので、特定健康診査受
診券が交付された方はすみやかに受診してください。
　なお、特定健康診査受診券は5月に該当者の自宅へ送付予定です。
　また、特定健康診査の受診結果によっては、特定保健指導を受けることとなり、6か月程度
の期間を要しますので、特定保健指導利用券が交付された場合も早めの受診をお願いします。

「お口のチェック受診助成券」を送付します。
　歯・歯組織疾患の予防、生活習慣病予防の意識啓発を目的とした「お口のチェック」を実
施します。「お口のチェック受診助成券」は、下記の配付方法にて対象者全員に配付します
ので、積極的に活用し、生活習慣病とも関わりのある虫歯や歯周病の予防、早期発見に役立
てましょう。

《事業内容》
　・口腔診査　　･･･歯の状況等を確認
　・口腔衛生指導･･･ブラッシング指導等

《対象者》
　組合員及び年度内に13歳以上（中学生以上）となる被扶養者

《助成券の配付》
　○組合員：平成29年4月以降、所属所を経由し、配付します。
　○被扶養者
　　①特定健康診査対象者
　　　特定健康診査受診券と併せて5月上旬に自宅へ送付します。
　　②2日ドック又は1日ドック受診予定者
　　　ドック受診助成券と併せて所属所へ送付します。
　　③①、②以外の対象者（13歳以上40歳未満の者）
　　　4月以降、組合員の勤務先へ送付します。

◇◆◇受診者へ歯みがきセットを配付します！◆◇◆

お口のチェック受診後も、歯の健康習慣を続けましょう！

〈内容物〉
クリーンデンタルF50g　２個
歯ブラシ２本入り　　　	１個


